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査定系再審査を特許戦略上どのようにして活かすことができるのか 

を示す最近の PTABによる興味深い審決 
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１. はじめに 

 査定系再審査（Ex Parte Reexamination）は、問題の特許クレームが新規性／非自明性を具備

しているか否かを審査官に考慮してもらうために設けられた制度です。USPTO 長官を含め第三

者や特許権者が、あるいは、匿名で再査定系審査を請求することができます。なお、査定系再審

査の請求は、再審査が権利行使可能な期間であれば、権利消滅後（特許失効から６年以内）であ

っても請求可能です。なお、再審査請求後は、手続を取り下げたり、あるいは、放棄したりする

ことはできません。 

 

査定系再審査を含め、特許付与後の各種手続は、訴訟の前段階と言われ、特許戦略上ますます

重要視されています。中でも、IPR（"Inter Partes Review"）の請求件数が最も多く、これまでに

多くの IPR がファイルされています。IPR の請求件に対し手続が開始される（レビューされる）

か否かの判定基準は、"reasonable likelihood"（ 少なくとも一つのクレームに関して請求人が勝

つという合理的公算があること）であり、PGR（"Post Grant Review"）の判定基準（少なくとも

一つのクレームが特許性を有しない可能性がそうでない可能性より高いこと（"more likely than 

not"））よりも高く設定されています。 

 

ある特許に対し、査定系再審査の手続と IPR の手続とが同時係属している場合、どのように

これらの手続が処理されるのか、また、査定系再審査の手続を特許戦略上どのようにして活か

すことができるのかについて、最近の審決例を参照し、以下に説明します。 
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